
 

令和３年度 異常気象時や大地震における児童の安全対策について 
 

春日井市立押沢台小学校 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
   

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１  登校以前に、春日井市または、愛知県全域、愛知県西部全域または尾張東部地方に

暴風(暴風雪)警報が発令されている場合は、次のように対処してください。  

    ・ 午前７時までに警報が解除された場合は、平常どおり授業を行います。  

        （給食の有無、弁当の要・不要は前日に連絡します）。  

    ・ 午前７時から午前１１時までに警報が解除された場合は、ご家庭で昼食を済ま

せ、午後１時に集合して登校し、５時間目から授業を始めます。  

    ・ 午前１１時を過ぎても警報が解除されない場合は当日の授業を中止します。  

  ２  暴風(暴風雪)警報が解除されても、通学路の危険な状態が続いている場合は、登校

を見合わせてください (自宅待機)。  

  ３ 登校後(在校中)に、警報が発令された場合は、授業を中止し、安全確認の上「緊急

下校調査」に基づいて早めに下校または学校待機させます。ただし、帰宅が困難と思

われる時は、全員学校待機とし、４月に提出していただいた「緊急時の児童引き渡し

カード」で届け出済みの方によるお迎えをお願いします。  

①暴風 (または暴風雪 )警報発令の場合  

１「特別警報」が午前７時の段階で発令されていた場合は、休校となります。 

それ以降に発令された場合でも、直ちに休校となります。 

その日のうちに、特別警報が解除されても、登校させないでください。 

２ 解除後の授業再開日時については、C4th Home＆School・学校ホームページでお知らせします。 

３ 児童がすでに登校していた場合は、「学校待機」とします。児童を校内の安全な場所で待機させ

ます。状況によっては、「お迎え」をお願いする場合もあります。その場合は、C4th Home＆School・

学校ホームページでお知らせします。 

４「特別警報」解除後、安全の確認ができた場合は、学校から C4th Home＆School・学校ホームペ

ージでご連絡させていただく時間に、「お迎え」をお願いします。 

 １ 児童が登校する以前に発生した場合は、自宅待機とします。児童が外出するなど、危険なこと

がないようにご留意ください。 

２ 登校後に発生した場合は、児童は学校待機とします。「緊急時の児童引き渡しカード」で届け出

済みの方によるお迎えをお願いします。 

 ※ 気象庁から「南海トラフ地震臨時情報・南海トラフ地震関連解説情報」が発表され、自宅待機

等の指示が、出る場合があります。その場合は、上記１・２と同様の対応をお願いします。 

１ 原則として平常通り授業を行いますが、大雨･大雪･雷･洪水などの異常気象の程度

によって、登校することが危険だと保護者の方が判断されましたら、安全に登校でき

るまで自宅で待機させ、その旨を学校までご連絡ください。  

  ２ 児童の下校時に、大雨･大雪･雷･洪水などの異常気象により、下校が危険な状況に

ある場合は、下校を見合わせて、学校で待機させます。また、在校中に状況が悪化す

ると予想される場合は、下校時の安全を考えて早めに下校させる場合があります。た

だし、提出いただいた「緊急下校調査」に基づいて、予め学校待機を選択されている

場合は「お迎え待ち」となります。 

④大雨･大雪･雷･洪水等自然災害の場合（①②以外）  

②「特別警報」発令の場合  

③震度５弱以上の地震が発生した場合  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

押沢台小電話番号 ９１－２３１１ 
FAX番号 ９１－２３１２ 

ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞｱﾄﾞﾚｽ   http://www.kasugai.ed.jp/oshizawa-e/ 
ﾒ-ﾙｱﾄﾞﾚｽ     oshizawa-e@kasugai.ed.jp 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）が配信されたさいの対応の方向性を以下のようにします。 

 

  １ 対象地域に愛知県が含まれていない場合 

・平常通り、登校・授業・下校 

  ２ 対象地域に愛知県が含まれている場合 

   ・登校前までに配信された場合  → 児童は登校せず、自宅の安全なところで待機する。 

   ・登校・下校中に配信された場合 → 児童は、最も近い建物の中に避難する。 

・在校中に配信された場合    → 運動場での活動を中止し、校舎内に避難させる。 

 

１ 登校以前に、ご家庭で不審者情報等を入手され、登校に危険が予想される場合は、

自宅で待機させてください（保護者の方の判断で構いません。安全第一で）。  

  ２  登校後(在校中)に、学校に不審者情報が入り、下校に危険が予想される場合は全員

学校待機とし、「緊急時の児童引き渡しカード」で届け出済みの方によるお迎えをお

願いします。  

※ 情報の対象地域は、押沢台地区、石尾台中学校ブロック内はもちろんのこと、

春日井市、名古屋市守山区、多治見市等近隣の市区町村にまたがる場合も想定さ

れます。どのような場合でも安全第一と考えて、登校以前の場合は、保護者の方

のご判断を優先してください。  

※ 学校側の判断や情報は、C4th Home＆School・学校ホームページで、できる限り迅

速にお知らせします。  

◎ 台風の接近など、登校後、児童が早めに下校することが予想される場合は、児童の帰宅

時の安全確保などにご配慮ください。また、緊急時に学校からの連絡が確実にできるよ

う、緊急連絡先の電話番号・携帯電話番号などを変更された場合は、すみやかにお知ら

せくださいますようお願いいたします。  

⑦留意事項ならびにご家庭へのお願い  

⑥不審者情報等による緊急避難の場合  

⑤「全国瞬時警報システム（Ｊアラート）」配信時の

対応について  

http://www.kasugai.ed.jp/oshizawa-e/

